
住住住住    宅宅宅宅    改改改改    修修修修    理理理理    由由由由    書書書書        そのそのそのその１１１１            平成２３年 ４月 １日作成 

被保険者番号 氏    名 住    所 

 

  ００００２３２０６６ 

 

  春日井 八郎 

春日井市 

  鳥居松町５丁目４４番地 

 

要介護認定 認定有効期間 過去３月間の入所・入院の状況 

未申請 非該当 要支援 １ ２ 

要介護 １ ２ ３ ４ ５ 

平成２２年１０月 １日から 

平成２３年 ９月３０日まで 

■なし(居宅) □介護保険施設 □病院・診療所 

期間（平成  年  月  日～平成  年  月  日） 

作成者氏名 資   格 所属事業所 改修前 現地確認日 

平成２３年 ４月 １日 

鳥居松 八郎    印 

■介護支援専門員 

□地域包括支援センター職員 

社会福祉士・保健師・看護師 

主任介護支援専門員 

 

 春日井市役所居宅支援事業所 

 

 

電話番号 ０５６８-８５-６９２１ 

着 工 日 

平成  年  月  日 

改修後 現地確認日 

平成  年  月  日 

家屋形態 ■戸建(持家) □戸建(借家) □集合(持家) □集合(民営賃貸) □集合(公営賃貸) 

公費による過去住宅改修の有無 □あり(介護保険給付対象分) □あり(春日井市の障害者・高齢者対象分)  ■なし □不明 

在宅サービスの利用状況 ■利用中 □利用予定 □利用なし 

主疾患名・障害名 

 

パーキンソン病、慢性間接リウマチ 

 
 

日常生活活動の状況(現状ではなく能力で評価) 特記事項(記入必須) 

食事 

食事場所 ■ベッドサイド以外（     ） □ベッドサイド  

歩行時にふらつきがある。 食事場所への移動様式 ■歩行 □車いす □その他(          ) 

食事場所への移動 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助 

排泄 

排泄形態（日中） ■トイレ □Ｐトイレ □おむつ □その他（     ） 

立ち座り動作の際ふらつくことがある。 

補高便座を使用しているが、見守りが必要。 

夜間はポータブルトイレを使用している。 

排泄形態（夜間） □トイレ ■Ｐトイレ □おむつ □その他（     ） 

トイレへの移動様式 ■歩行 □車いす □その他（     ） 

起居・移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

トイレへの移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

トイレ入口の出入り □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

便器への移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

ズボンの上げ下げ □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

排泄時の姿勢保持 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助 

後始末 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

入浴 

浴室への移動様式 □歩行 ■車いす(シャワーいす) □その他(     ) 

入浴補助用具を使用している。 

浴槽のまたぎが高いため、浴槽の出入りが困難。 

洗面所入口の扉が開き戸のため、転倒の危険があ

る。 

起居・移乗 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

浴室への移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

更衣 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

浴室入口の出入り □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

浴室内の移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

浴槽の出入り □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

浴槽内の姿勢保持 ■自立 □見守り □一部介助 □全介助 

洗体・洗髪 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

外出 

外出形態 ■歩行 □車いす □その他（     ） 

腰痛があり、室内各部屋への移動の際つまずきや

すい。 

玄関上がり框は段差が大きく、また玄関ポーチか

ら門までに飛び石があり、転倒の危険性が高い。 

起居・移乗 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助 

玄関までの移動 □自立 ■見守り □一部介助 □全介助 

上がり框の昇降 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

靴の着脱 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

屋外までの移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

屋外での移動 □自立 □見守り ■一部介助 □全介助 

家事 

調理 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

家事全般は妻が行っている。 

配膳・後片付け □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

掃除 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

洗濯 □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

ゴミ出し □自立 □見守り □一部介助 ■全介助 

その他（     ） □自立 □見守り □一部介助 □全介助 



住住住住    宅宅宅宅    改改改改    修修修修    理理理理    由由由由    書書書書        そのそのそのその２２２２    
被保険者番号 氏    名 

００００２３２０６６    

    

春日井 八郎    

    
    

住宅改修の内容 

場所 工事種別 改修目的 改修の効果 改修計画 

玄
関
・
屋
外 

■手すり取付け 
■段差解消 
■床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

■外出の改善 
□家事の改善 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
■行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

①玄関上がり框に 32cm の段差があり転倒の危険性が高いた
め、高さ 16cm の式台を設置し、段差解消をする。 
②玄関にＬ字型の手すり（60×80）を設置する。 
③玄関ポーチから門までの通路の段差解消のため、スロープ
にする。 

廊
下
・
階
段 

■手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

□外出の改善 
■家事の改善 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
■行動範囲の拡大の確保 
■介護負担の軽減 
□その他（      ）

④歩行が不安定で転倒の可能性があるため、寝室からトイレ
まで廊下の壁にＬ字型手すり（60×120）を設置する。 

浴
室 

■手すり取付け 
■段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

■入浴の改善 
□家事の改善 
■整容の改善 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
■介護負担の軽減 
□その他（      ）

⑤浴槽のまたぎが 65cm あり転倒の危険が高いため、浴槽の取
替えにより 65cm の段差を 45cm に段差解消する。 
⑥浴槽の長辺壁に L 字型手すり（60×60）短辺壁のタテ型手
すり（80）を設置する。 

ト
イ
レ 

■手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
■便器交換 
□その他（      ）

■排泄の改善 
□家事の改善 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
■介護負担の軽減 
□その他（      ）

⑧立ちしゃがみ動作が不安定なため、入口にタテ型手すり
（60）、便座脇の壁（両側）に L字型手すりを設置する。 
⑨和式便器から洋式便器に変更する。 

台
所 

□手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

□食事の改善 
□外出の改善 
□家事の改善 

□転倒防止 
□動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

 

居
間
・
食
堂 

□手すり取付け 
■段差解消 
□床材変更 
■扉交換 
□その他（      ）

■食事の改善 
□外出の改善 
■家事の改善 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
■介護負担の軽減 
□その他（      ）

⑩各居室や食堂と廊下の段差を解消するために、居室と食堂
の敷居を撤去する。 
⑪居間の握り玉タイプのドアノブをレバーハンドルへ変更す
る。 

寝
室 

□手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

□食事の改善 
□排泄の改善 
□外出の改善 
□家事の改善 
 

□転倒防止 
□動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

 

洗
面
脱
衣
室 

□手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
■扉交換 
□その他（      ）

□入浴の改善 
□家事の改善 
□更衣の改善 
■整容の改善 
 

■転倒防止 
■動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

⑫洗面所入口の開き戸が重く引き戸に交換する。 

他( 
 

 
 

) 

□手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

□食事の改善 
□排泄の改善 
□入浴の改善 
□外出の改善 
□家事の改善 

□転倒防止 
□動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

 

他( 
 

 
 

) 

□手すり取付け 
□段差解消 
□床材変更 
□扉交換 
□その他（      ）

□食事の改善 
□排泄の改善 
□入浴の改善 
□外出の改善 
□家事の改善 

□転倒防止 
□動作の容易性の確保 
□行動範囲の拡大の確保 
□介護負担の軽減 
□その他（      ）

 

 

住宅改修に関する総合的な方針  市処理欄 

ふらつきはあるが、どうにか見守りのもとで歩行が可能。本人・家族の希望で転倒防止・行

動範囲の拡大を目的に住宅改修をする。 

今後の症状の進行に伴いプランの見直しが必要である。 

 

 

 


